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【 質問項目 】 
 
 

１． 社会保障と税の一体改革について           （３） 

２． 東京電力に対する県の賠償請求の対応について     （４） 

３． 避難者に対する住まい対策について          （５） 

４． 豪雪に対する災害弔慰金の支給について        （６） 

５． 豪雪に関する災害救助法の適用について        （７） 

６． 子育て支援医療制度について             （８） 

７． 避難者の償還払いについて              （９） 

８． 国民健康保険の諸課題について           （１１） 

９． 療養給付費等国庫負担金の算定における減額措置について 

（１１） 

１０． 最上小国川ダム事業に関する県の対応について    （１３） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本文は 2012 年 3 月 12 日に渡辺ゆり子県議が山形県議会予算特別委員会で質問した大要です。 

 
 



2012 年２月定例会 渡辺ゆり子 予算特別委員会 

 3

１． 社会保障と税の一体改革について 
   渡辺  日本共産党の渡辺ゆり子です。昨日で東日本大震災から 1 年となり追悼式典が行われ

ました。改めてなくなられた方々に心から哀悼の気持ちを表したいと思います。震災と

原発事故に関わる諸課題、避難されている方々への思いも含めて質問に立ちます。 
まず最初の質問として「社会保障と税の一体改革」について知事に質問いたします。

野田内閣は消費税率を 2015 年までに１０％に引き上げることを柱にした「社会保障と

税の一体改革」を打ち出しています。「コンクリートから人へ」「無駄を削れば財源はあ

る」「4 年間は消費税を上げない」とした民主党の公約は投げ捨て１０％どころかその後

も更なる増税が必要と公言しています。自民党の小泉内閣の構造改革そのもの、それ以

上の国民に対するむごい仕打ちです。しかも、一体で示された社会保障の中身は充実ど

ころか切り捨てメニューが並んでいます。年金支給額の大幅削減と支給開始年齢の引き

上げ、医療窓口負担の増加、保育に対する公的責任をなくして市場原理と自己責任に任

せる「子ども・子育て新システム」の導入などをあらゆる分野、世代に負担増と給付削

減の連続改悪を進める計画です。 
       3 月 3 日、山形市で開かれた政府主催の「社会保障と税の一体改革」対話集会では参

加者から消費税増税に対する批判・懸念が相次いだと報道されています。影響としては

次のような点が考えられます。 
       第一に家計に与える影響です。一体改革で約 1 か月分の給与が消えてしまうと試算さ

れています。特に年金世帯から「暮らしていけない」と悲痛な声があがっています。 
       第二に消費税を実際に納める中小企業者への影響です。ただでさえ、風評被害で苦し

んでいるの現状なのに赤字でも消費税は納めなければなりません。「今でも保険を解約

したり、年金をあてたりして消費税の支払いに苦労しているのに倍になったら廃業する

しかない」との声を私も直接耳にしました。 
       第三に景気を冷え込ませる財政危機を一層深刻にするのではないかという点です。既

に消費税が３％から５％に引き上げられたときに経験済みのことです。当時 9 兆円の負

担増ですが、今回は増税分ではるかに上回る 13.5 兆円の負担増です。 
       これら県民生活に対する影響をどうお考えでしょうか。財源といえば、すぐに消費税

などといって、暮らしにあえぐ庶民に増税するやり方はやめるべきです。無駄をなくし、

増税するなら負担能力のある者に課していくのが当然です。日本共産党は、消費税増税

に頼らずに「社会保障の段階的充実」と「国民の所得を増やす経済改革」を同時並行で

行い、財政危機打開を目指す提言を発表しています。 
       「社会保障と税の一体改革」は社会保障の切捨て景気の落ち込み、財政危機の深刻化

をもたらす「一体改悪」に他なりません。消費税増税ありきの一体改革は撤回すべきだ

と思うものですが、知事の所見をお伺いします。 
  知事 「社会保障と税の一体改革」の所見についてお答えをいたします。年金医療子育て介

護の充実など住民に必要不可欠な社会保障サービスを適切に提供していくためには今

後の少子高齢化の進展や国の財政の状況を踏まえれば、将来を見据えた安定的な財源の

確保が必要と考えております。一方で、消費税増税は国民に負担を求めるものであるの

で、その前提として国において徹底的な歳出の見直しに取り組む必要があることはもち
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ろん、低所者層に対する逆進性の問題や富裕層への負担などの問題も含めまして幅広く、

国民の理解と協力を得られるような形で議論を進めていくことが重要だと考えていま

す。 
       さらに何よりも重要なのは景気への影響を見定めること。本県経済は、東日本大震災

や円高により深刻な影響を受けておりまして、景気雇用情勢は依然として厳しい状況に

あります。消費税の率の引き上げには経済状況の判断を条件として盛り込むとされてい

ますけれども、その判断にあたっては地方の実情を十分に考慮・配慮されなければなら

ないと思います。今後、与野党協議がどのように行われるのか、さらには関連法案の審

議経過などを注視してまいりますとともに、懸案となっています社会保障制度の改革の

方向性についても国に対してしっかり提言をしてまいりたいと考えております。 
   渡辺  3 日の政府集会に参加された方が 9 日の山形新聞の“私の主張”に投稿をしておりま

す。税収は 2000 年に 60 兆円あったものが、2012 年当初予算で 42 兆円まで落ち込ん

でいるので、消費税を５％増税し、社会保障の財源に充てるという説明を受けたそうで

す。質疑のなかで驚いたことに「税収減の原因はどこにあるのか」との質問に対して、

法人税減や証券優遇税制、所得税の最高税率引き下げなどが影響していると官僚が認め

る発言をしたことです。国民・県民を欺くような説明で、消費税増税をしようとしてい

るのではないかと、この方は“主張”に込めておられます。まず、無駄をなくして原発

推進経費、大型公共開発、軍事費、政党助成金などを見直して、知事も答弁でおっしゃ

いましたけれども、富裕層へ言葉も、おっしゃいましたけれども、税収減の大本になっ

ている大資産家、大企業に甘い不公平税制を正すことです。国民総生産の 6 割を占める

家計消費を暖めて、経済も財政も再建させていくことが転換のポイントになると考える

ものです。消費税増税はすべきではありません。知事がおっしゃったように県民生活の

影響、景気の動向をしっかりと認識をされて、必要な国への主張、提言をしていってい

ただきたいと考えるものです。よろしくお願いします。 
 

２． 東京電力に対する県の賠償請求の対応について 
   渡辺  次に、東京電力福島第一原子力発電所事故に関わる損害賠償請求について取り上げま

す。原発事故は広範囲に放射能汚染を引き起こし、国民・県民に多くの被害と苦悩を強

いるとともに、安全神話は崩れ去り、誰の目にも人災であることを明らかにしました。

現在、様々な分野で、東京電力に対して損害賠償請求が行われています。特に、農業、

観光分野では、各団体による風評被害も含めた東電への請求の取り組みに県も一体とな

って支援していることを評価したいと思います。 
       さて、ここで取り上げたいのは、県や市町村が受けた被害です。原発事故以来、様々

な影響があり対策をとる必要に迫られました。放射線量の測定、機器の購入、避難者支

援、ガレキの受入、学校給食の安全性確保等々、放射線影響対策に関わる種々の事業を

実施し、経費も人手もかかっています。国も特別交付税などで一部対応するようですが、

自治体も苦慮しています。県や県内市町村では、これらの経費について積算しているの

かどうか、また、原因者、加害者である東京電力に損害賠償請求する考えはないのかお

聞きしたいと思います。 
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       被災県である宮城県は昨年 12 月市町村と連携して損害賠償請求書を提出しました。

岩手県も 1 月に第一次の請求を行いました。両県とも引き続き追加や二次請求を行って

いくとしています。山形県は直接の被災はありませんでしたが、隣県として原発事故の

影響を大きく受けた県です。市町村とともに東京電力に損害賠償請求を行うことは現在

請求を行っている民間団体や福島県から避難されている方々をも励ますことになりま

す。県としての姿勢を示していただきたいと思います。 
   知事  原発事故発生以降、県では放射性物質測定器を導入するなど放射性物質の検査を順次

強化しながら環境モニタリングや農畜産物の放射線物質の測定を実施するとともに山

形県産牛元気キャンペーンや温泉と食による観光元気プロジェクトを開始するなど、農

畜産物、観光等風評被害対策を実施いたしました。その他、避難された方々の民間賃貸

住宅の借上げ提供とか児童生徒等への支援など数々の対策を実施してまいりました。こ

れらの事故に対する経費につきましては震災に対する経費に伴う特別な財政需要とな

っていまして、その財源手当てとしましては、災害救助法に基づく求償措置や特別交付

税による措置のほか、東京電力による損害賠償、大きく分けるとこの 3 つがあります。

既に関係県との合意の下で災害救助法で民間賃貸住宅の借上げ等につきましては、求償

を行っているところであります。一方で国の原子力損害賠償紛争審査会が示した中間指

針によれば、地方公共団体等の財産的損害等として、地方公共団体等の所有する財物の

価値の喪失、現物の価値の損害や水道事業・下水道事業・病院事業等の地方公共団体等

が経営する企業及び収益事業などの地方公共団体等が民間事業者と同様の立場で行う

事業に関する損害については、損害賠償の対象とされていますが、その他の経費につき

ましては明確に示されとりません。しかしながら、今回の財政支出は原発事故に伴って

余儀なくされたものでありまして、県民負担とすべきでないことは明らかであります。

私はこうした認識の下にこれまでも、北海道東北知事会など様々な機会を捉えて、損害

の当事者負担を求めてきたところであります。放射線対策にかかる経費につきましては

近日中に特別交付税の交付も見込まれるところであります。いずれにしましても、今後、

特別交付税の措置の状況も踏まえまして、東京電力への損害賠償請求項目など整理した

うえで、市町村と十分連携して損害賠償請求を行ってまいる考えであります。 
渡辺 今、損害賠償請求を行っていく考えということですので、今年度特別交付税の状況もみ

てということだと思いますが、多くの県民の方々、影響を受けた方々、実際の職場で働

いている方々も、避難を方々も、やっぱり請求をしてほしいとの気持ちがあると思いま

す。多くの皆さんが納得するような請求をしていだきたいと思います。知事ありがとう

ございました。 
 

３． 避難者に対する住まい対策について 
渡辺  続いて東日本大震災の避難者支援に関わって住まい対策について取り上げます。山形

県は震災後いち早く被災者受入を表明し、現在その数は 13000 人以上にのぼっています。

県の借上げ住宅や雇用促進住宅などに避難されている多くは、原発事故から逃れてきた

福島県の方々です。福島原発収束の見通しがなく、除染も進まない中、避難が長期化し

ています。また、今も福島県から県外に避難を希望する方が絶えないということです。
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県の民間借上げ住宅は、災害救助法に基づき契約日から 2 年間とされていますが、「そ

の後が不安だ」と延長を求める声を多くお聞きしました。1 月 18 日、山形市で日本共

産党福島県議団が聞き取り調査した時、伊達市から自主避難してきている女性は「2 年

以内に除染は終わらない。子どもを福島で育てようと思うと、公園、学校は除染がある

程度進んでいるけれども、生活圏、お店や通学路は未だにされていません。みんな『2
年では』と不安なお母さんが多く。先をのばしてほしい」と訴えています。 

    2 月 27 日、福島県議会、日本共産党の代表質問に対して、福島県は「4 月以降も県外

借上げの新入居が出来るように」、また「借上げ期間の延長について」も「国に要請し

たい。受け入れ先の都道府県にも必要な要請をしたい」旨の答弁をしています。福島県

の方針を踏まえ、本県も借上げ住宅の期間を延長すべきと思いますが、県の対応を生活

環境部長にお伺いします。 
生活環境部長  

       本県に避難されている方は、約 13700 人いらっしゃいまして、その多くは福島県から

避難しておいでの方です。そのうち９３％にあたる約 12800 人が県が借り上げた民間賃

貸住宅などの災害救助法に基づく応急仮設住宅に入居しておられます。ご指摘の通り、

災害救助法に基づく応急仮設住宅の供用期間といたしましては、2 年以内とされていま

す。しかしながら、福島第一原発事故に伴う避難者につきましては、未だに帰宅時期の

目途もたっていない状況ですので、福島県では国に対して応急仮設住宅の供用期間の延

長を要望していると伺っております。本県といたしましては、被災県からの要請を受け

て応急仮設住宅の供用を行っているという立場ではありますけれども、このように隣県

として全国一の避難者の方々を受け入れている県として、避難している方々の声に十分

耳を傾け、いつまで仮設住宅に入っていられるのかという不安をお持ちの方が数多くい

らっしゃるという認識でおりますので、生活実態を福島県や国にもお届けをして、今後

とも被災県と連携をしたうえで、避難者支援に取り組んで参りたいと考えております。 
    渡辺 是非ですね、今言われましたように、避難者の方々が将来に不安を持っておられます。

延長が出来るのであれば、是非早い表明が出来るように見通しが伝えられるように避難

者の方々の声をさらに福島県にも伝えられるように、早めの延長の朗報が届くようにお

願いしたいと思います。 
 

４．  豪雪に対する災害弔慰金の支給について 
    渡辺 次に豪雪対策について生活環境部長にお尋ねします。今期の大雪は平年積雪の 2 倍に達

した地域もあり、除排雪予算、重機、人手が足りず、震災関連事業の影響もあって、県

民生活に大きな支障を来たしました。県民も必死で除排雪を行わざるを得ず、雪下ろし

や落雪などによる死傷者も 3 月 7 日現在、304 名でうち死亡者 17 名にのぼっています。

亡くなられた方々のご冥福を祈るとともに怪我された方々に心からお見舞い申し上げ

ます。 
        そこで災害により死亡された方の遺族に対して支給される災害弔慰金と障害を受け

た方に支給される災害障害見舞金についてお聞きしたいと思います。豪雪において２県

以上で災害救助法が適用された場合、全国の自治体の対象者に支給される仕組みとなっ
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ており、今冬は３県で法適用されたため、山形県でも対象者に支給すべきと考えますが、

いかがですか。合わせて制度概要と支給実績についてお聞きします。 
生活環境部長  
    人的被害に対する災害弔慰金の支給についてですけれども、これについては一定の条

件を満たす規模の自然災害によりまして、死亡または重度の障害を受けた方に対して災

害弔慰金の支給等に関する法律に基づいて支給をする制度がございます。弔慰金の支給

につきましては市町村が実施主体なっておりまして、費用負担につきましては、国が１

/２。県と市町村がそれぞれ１/４となっております。これまでの本県の実績としては昨

年の東日本大震災で 3 件。平成 20 年の岩手宮城内陸地震で 5 件。平成 18 年の豪雪で

11 件など合計で 87 件の支給実績がありまして、それぞれ死亡されたご遺族や負傷され

た方に市町村から支給されております。この冬の大雪による人的被害につきましては既

に 3 都道府県において、災害救助法が適用されておりまして、その結果、国内ですべて

の市町村の被害が対象災害となります。このため、災害救助法が適用されていない市町

村についても災害弔慰金及び障がい見舞金の支給対象となります。今後、市町村で手続

きが進められることになりますので、市町村における支給が決定された場合には、県と

しても速やかに対応できるように準備してまいります。 
    渡辺 こういった制度は知られていないこともあります。災害で心がなえている方もいらっし

ゃるので是非積極的な制度の活用をこれからもお願いしたいと思います。 
 

５．  豪雪に関する災害救助法の適用について 
    渡辺 続いて、災害救助法の適用についての考え方についてお聞きしたいと思います。豪雪に

おいて特に心配されるのは高齢者をはじめとする災害弱者です。県内市町村でもそれぞ

れ低所得世帯に雪下ろしの助成事業などを実施し対応していますが、限界があります。 
        国の災害救助法は決まった観測所で平年積雪の平均値の１．３倍を超えた場合、適用

されています。その実務では「放置すれば住宅が倒壊する恐れ」や「集落が孤立した場

合等多数の者の生命又は身体に危害を受ける恐れが生じた場合」は「除雪が実施される」

としています。豪雪への対応は二次的救助ではなく生命と身体に関わる第一次的救助で

す。豪雪対策が進んでいる新潟県では、災害救助条例で独自に過去の平均最大積雪深の

１．２倍の基準を作り対応しています。災害救助法の適用で、自力で除雪作業が出来な

い世帯の除雪を市や町が実施し、費用は県と国がはぼ半額ずつ負担しています。山形県

でも適用基準を作り市町村を支援するよう求めるものです。その場合、県内市町村ごと

の積雪量を経年的に把握、集約していくことが基礎となるのではないかと考えます。 
        適用に当たっては、もともと積雪が多い地域、高齢化、過疎化の進行など実情を踏ま

えた柔軟な対応が必要と思います。 
        県の豪雪時の災害救助法適用と基準作成について考え方をお聞きしたいと思います。 

生活環境部長  
        災害救助法は知事が市町村単位に適用するとされていまして、豪雪場合には法の適用

によりまして、屋根の雪下ろし等の障害物、この場合雪ですけれども除去、避難所の設

置、給水、炊き出しの実施など必要な救助を行うことが出来るようになりまして、市町
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村が負担をした、救助を要した費用に国と県が負担する仕組みになっています。豪雪時

の雪の除去につきましては、平年の積雪量を相当うわまわる豪雪となっている地域にお

いて、積雪のために出入り口が閉ざされるとか、積雪のため住宅が倒壊する危険がある

など日常生活に著しい支障を及ぼしている世帯であって、自らの資力及び労力ではこれ

を行い得ない世帯について救助を実施できるという国の見解が示されています。豪雪災

害は、地震や風水害と異なりまして、長期に渡って断続的に発生する災害ですので、災

害救助法の適用の判断に難しさはありますけれども、市町村からの情報収集に努めまし

て、現に救助を必要とする世帯があれば、速やかな法の適用を図るべきものと考えてお

ります。なお、豪雪時において法の適用を行う場合、積雪量が一つの目安になりますの

で、市町村ごとに適切な観測点を設けることも必要と考えておりまして、このことを含

めて市町村とも十分に協議を行った上で、豪雪時における災害救助法の適用に向けた環

境を整えて参りたいと考えております。 
    渡辺 災害はいつやってくるかわかりません。今、部長がいろいろ難しい課題はあるのだけれ

ども、災害救助法適用についてもやっていく答弁をなさいました。是非、次の豪雪時に

は対応できるように整備していただきたいと思います。早急に、また今年年末からこと

もありうるのですので、そのことを述べまして、部長に答弁をしていただきました。あ

りがとうございます。 
 

６．  子育て支援医療制度について 
    渡辺 子育て支援医療について質問します。 
        まず、新年度、子育て支援医療給付事業の所得制限を撤廃される点について評価をす

るものです。国の制度確立については震災後、子育て世代はもとより、関係団体、全国

の自治体共通の一層強い思いとなっています。そのうえで市町村等からは、毎年のよう

に県へも対象年齢引き上げや制度充実を求める声が続き、独自に中学３年生まで実施し

ている自治体が１５にのぼっています。来年度も対象年齢を引き上げる自治体が出てい

ます。山形県の「通院は就学前、入院は小６までで対象は現在、東北ではもっとも充実

した内容」という答弁をされていますが、今年、福島県は対象年齢を１８歳まで引き上

げた制度を秋にも実施することを表明しています。また、秋田県が夏に対象年齢を小６

まで拡大の予定です。それだけ住民の要望が強く大きいことの現われでもあります。県

は子育て支援について「少子化対策全般の中で総合的に検討していく」と答弁されてい

ますが、前進の流れを踏まえて子育て支援医療給付の対象年齢を引き上げるべきと考え

ますが、県の考えをお答え下さい。子育て推進部長よろしくお願いします。 
子育て推進部長  

        県の子育て支援医療制度は、これまで所得制限の緩和や 3 歳未満及び第 3 子以降の無

料化、入院にかかる対象年齢を小学生 6 年生までの拡充など、内容の充実に努めてきた

ところです。平成 24 年度からは、県民の皆さんや市町村の要望も踏まえまして、拡充

を図ることといたしております。具体的に申し上げますと、夫婦と子ども二人世帯の場

合、所得額 574 万円程度でありました所得制限を完全に撤廃いたしまして、対象となる

お子さんをお持ちのすべての保護者がこの制度を活用でるようにするとともに、実施主
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体である市町村の事務負担の軽減も図りたいと考えております。ただ今他県のお話もご

ざいましたが、子育て支援少子化対策につきましては、若者の就労支援や地域づくり活

動への支援、未婚化、晩婚化への対応、保育サービスや放課後児童クラブへの拡充、ワ

ークライフバランスへの推進など総合的な対策が不可欠です。制度の更なる拡充につき

ましては、今後その効果や費用などを勘案しながら総合的に検討してまいりたいと考え

ております。 
    渡辺 一般質問でも他会派の方から質問が出ました。やはりそれだけ要望が強いと思います。

流れとしては、全国的にも県内の自治体も拡充、前進の流れがある。そのことを是非認

識をしていただきたいと思います。今「総合的に検討をなさる」とお話でしたけれども、

子育て施策全体の中でと答弁でしたけれども、是非、子育て支援医療の対象年齢の引き

上げについて、皆さんの要望を頭に入れて積極的に取り組んでいただきたいことを申し

上げておきます。 

７． 避難者の償還払いについて 
    渡辺  続いて子育て支援医療に関わって避難者の窓口負担について取り上げます。県内に避

難されている方々の多くは、福島県からの母子で自主避難の方です。住民票をおいてい

る福島県の制度の対象ですが、山形県の医療機関の窓口では、いったん負担しなければ

なりません。この窓口負担の解決を望む声を紹介します。１月１８日、先の福島県議団

の聞き取りの時の声です。「私たちは自主避難で二重生活であって、経済的に非常に厳

しい状態です。子どもがチョット風邪を引いたからといても、こっちにくれば一回は、

お金を払わないといけない。たかが１０００円２０００円と思うかもしれないのですが、

その２０００円が今の生活費に非常に大事なお金になっているわけです。それを福島に

いるときと同じ扱いにしていただければ。私たち自主避難で来ていて、１０００円２０

００円が大事。子どもが風邪を引いていた『でも２０００円かかるよな』と。『３００

０円かかるよな』と思うと、『様子見よう』と思っちゃうんですよ。子どもは、直るの

が早いですけれども、重症になるのが早いのです。『その３０００円をケチったことも

あるんじゃないかな』と。医療費は自主避難は、勝手な避難と思われてもしょうがない

かも知れないけれども、子どもを守るために来ているのに、子どもが病気になったとき

に病院に行かないのは、逆行している。もっと医療費のことも考えていただきたい」こ

れは伊達市から自主避難している女性の方です。もうひとかた、山形自主避難母の会の

方です。「乳幼児医療の件です。私は子どもが３人いるのですが、風邪などかかると子

どもが薬を３人分もらう。１回につき、薬代も含め５０００円くらい払っております。

継続して風邪を引いていたら、１万円くらいになる。そうすると用紙が６枚」これは償

還払いの話ですね。「子どもはいろんなところが病気になりますから、皮膚科に行った

り耳鼻科に行ったり、トータルすると１０枚くらい毎月申請書を書いている現状があり

ます」このような状況の方が大勢いるわけです。こういった方は「みんな山形のお母さ

んと仲良くしたい気持ちがある。支援を受けると『福島の人ばかり』と言われるのでは

ないかと考え、声を出せなくなっている」と言います。悪いのはお母さんたちではなく、

安全神話を振りまいた国と東電です。経済的に厳しくなっている現状でもあり、山形県

としても償還払いの解消に福島県とともに知恵を出していただきたいと考えます。原発
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避難者特例法では、自主避難者にも指定区域と同様のサービスを提供するよう配慮する

こととされ、国の措置についても触れています。 
       子ども医療費の支援は、自治体独自の制度で課題も多いですけども、福島県は１８歳

以下の医療支援制度設計の中で県外避難者の取り扱いや手続きをどうして行くのか検

討する段階に入ります。県として福島県とともに自主避難者の子どもの医療費窓口負担、

償還払いの解決を図るよう求めるものです。 
子育て推進部長  

        避難者の償還払いの解消について、本県で避難生活をされているご家族の多くが二重

生活を強いられ精神的にも経済的にも辛い思いをされているとお伺いしています。県内

に避難されている方々のお子さんが、受診された場合、医療機関の窓口にいったん医療

費の自己負担分を支払い、後日、避難元の自治体に還付請求するいわゆる償還払いのた

め、ご苦労されていることも伺っております。子育て支援医療につきましてはそれぞれ

の市町村が審査支払い機関や医療機関などの関係機関と調整を図り実施しているとこ

ろでありまして、償還払いを解消するためには、まず、避難もとの市町村において、県

内の関係機関と調整を図っていくことが必要だと思っております。また今ご紹介ありま

したように、原発避難者特例法の趣旨に沿って、県内の市町村が避難もとの市町村に代

わって、サービスを給付することも考えられますが、子育て支援医療制度については、

それぞれの市町村ごとにその対象や給付、内容などが異なるため、その調整も必要でご

ざいますので、直ちに償還払いを解消するには困難なものがあると考えております。今

後福島県では、原発事故を受けまして、子どもの医療にかかる制度の一本化を行うと伺

っておりますので、山形に避難されている方々の実情、要望を福島県にきちんと伝えま

して、避難者のご不便の解消に向けて、福島県と話を行い、出来るだけの協力をしてま

いりたいと考えております。 
    渡辺 先ほど声を紹介しましたように、原発の事故、放射能汚染から逃れてきた方々は非常に

辛い思いをされております。そして、そのことだけではなくて福島に残られている方々

に対しても避難をしていることを言えない。後ろめたい気持ちがあると報道されていま

すけれども、山形の方々にも非常に気兼ねをしながら生活をしている現状もあります。

山形のお母さんと仲良くしたいと思っていても声に出せない。避難をされている方の声

を伝えて、福島に伝えたいとの答弁もありましてけれども、是非こういった現状を福島

に伝えると同時に山形県としても、そこに住んでいる住民の方々ですから、一緒になっ

て問題、課題解決に当たっていただきたい。答弁にあったように山形県だけで出来る訳

ではありませんし、もちろん、様々な機関の協力や知恵が必要だと思いますけれども、

是非、前向きに向かっていただきたいことを申し上げておきたい。 
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８． 国民健康保険の諸課題について 
    渡辺  次に国民健康保険について取り上げます。１９６１年、社会保障として市町村の国民

健康保険事業が始まってから半世紀となります。国民健康保険は、この間加入者の構成

が非正規労働者や無職の低所得者が増加し、保険料収入が減となっています。一方で国

庫支出に負担比率を大きく減らしたために保険料が高額となり、滞納に拍車をかけてい

ます。滞納者には資格証明書発行や短期保険証留め置きなどの制裁措置が課せられ受診

抑制にもつながっています。日本共産党の住民アンケートに寄せられた声を紹介します。

２０代前半の方です。「今はアルバイトで働いています。しかし、国保の負担は大きく、

不況の中、新しい就職先も見つからず、生活が安定しません」。自営業の方の声です「前

年も分納したのですが『滞納税だけまた未納です。困りましたね』といわれました。払

いたいのだけれども払えないのです。子どもが心療内科に行っていますが生活が厳しく

医療費がキツイです。国保税をやっとはらって、医者に行く金がないなんておかしいと

思います」このように保険料の負担は重く、しかも国庫負担支出の減額、度重なる減額

で市町村の国保会計は厳しい現状にあります。一般会計から法定外繰り入れを行って何

とか国保会計を運営しているところが多いと聞いていますが、その状況はどうなってい

ますか。健康福祉部長にお伺いします。 
健康福祉部長  

        厚生労働省が去る 2 月に公表した平成 22 年度市町村国保の財政状況速報値でござい

ますが、これによりますと一般会計からの法定外繰り入れでありますけれども、全国的

に見ますと合計約 4000 億円あります。また翌年度の収入を先食いしまして当年度の歳

出に当てる前年度繰上充用、これは全国で合計約 1800 億円という状況で、全国で非常

に苦しい状況にあると認識しております。本県におきましては翌年度の収入を先食いす

る繰上充用を行っている市町村はございません。また、一般会計からの法定外繰り入れ

につきましては、18 保険者、約 8 億円が計上されております。この一般会計からの法

定外繰り入れの計上の理由でございますが、多くの保険者で事務費に充てるためとなっ

ていますけれども、一部の保険者では保険料負担の緩和のため、あるいは子育て支援医

療など市町村が独自に行う医療助成事業の実施に伴う医療費の増加に充てるためなど

となっています。本県の平成 21 年度一人当たりの法定外繰入、1383 円となっておりま

して、全国で 37 位、全国平均の 9986 円と全国平均となっていますが、これに比べます

と 14％程度と非常に少ない。 
 

９． 療養給付費等国庫負担金の算定における減額措置について 
    渡辺 それだけ、繰り入れをして運営している国保会計なのですれども、先ほどの答弁の中

に一部ありましたけれども、国は地方単独事業、子育て支援医療、ひとり親家庭医療、

障害者医療などの地方が単独で助成を実施すると国庫負担を減額するペナルティーを

課しています。この減額の仕組みと県内市町村国保の減額の実績はどのくらいかお答え

をお願いします。 
健康福祉部長 



2012 年２月定例会 渡辺ゆり子 予算特別委員会 

 12

       市町村国保が行う療養給付につきましては、通常保険給付費の 34％を国庫が負担する

という仕組み。これは通常のルールでございます。しかしながら患者が医療機関の窓口

で支払う自己負担金について地方公共団体が独自に軽減する医療費助成事業を行って

いる場合、ご指摘のような子育て支援ですとか、助成事業を行っている場合、その事業

を実施することによって、医療機関での受診が促進されまして、医療費が増加するとい

う効果がございます。この増加した医療費相当部分について国庫負担金が減額されると

の仕組みになっています。本県におきましては、県市町村が独自に実施した子育て支援

医療、ひとり親家庭等医療及び重度心身障がい者医療について、減額措置が適用されて

おりまして、その結果、交付されなかったと推定される国庫負担金額、平成 20 年度分

で、約 3 億 9 千万円。21 年度分で約 4 億円。平成 22 年度で約 4 億 2000 万円と推計さ

れます。 
    渡辺 ４億前後のお金が国庫負担からペナルティーとして、減らされる現状になっています。

市町村が積極的な施策を実施すると、国庫負担が減らされる理不尽な仕打ちになってい

るわけです。市長会等では「医療費助成制度など地方単独事業の実施に伴う療養給付費

等負担金など減額措置の廃止」つまり、ペナルティーの廃止が切実な要望となっていま

す。当然の主張だと思います。 
       県はこれまで子育て支援医療制度を前進させてきました。他の単独事業も力を入れて

やってきています。せめてペナルティー分に対して市町村国保会計を支援すべきだと思

います。一番大本は、国がやめるその要望はなさっていると思いますが、当面、市町村

国保会計をせめてペナルティー分支援すべきと考えますが、どうお考えでしょうか。 
健康福祉部長  

       県としましては市町村国保が行う療養給付に対しまして、保険給付費等の７％を調整

交付金として交付しております。市町村国保への交付額の算定に当たりましては、子育

て支援医療など市町村が独自に行う医療費助成事業にかかる保険給付費についても調

整交付金の対象としておりまして、国とは違いまして減額の措置は行っておりません。

また、低所得者に対する保険税の軽減や高額の医療費に対しても、県は一定の負担をし

ております。平成 24 年度当初予算案において調整交付金 45.1 億円をはじめ総額 81.3
億円を計上して、国保財政の安定化のための支援を行っているところであります。これ

らの支援に加えまして、ご指摘のような市町村の国民健康保険特別会計に対して、県が

単独で新たに助成すること、すなわち、子育て支援医療などによりまして、独自に事業

を行った結果、医療費が伸びた部分について国がお付き合いしない部分に対する助成に

つきましては、国民健康保険以外の医療保険制度に加入している方々との”負担の公平

性”の観点からも慎重に対応する必要があるものと考えております。 
       なお市町村が独自に行う、助成事業に伴う国庫負担金の減額措置については廃止する

ようこれまでも、県として国に対して求めており、引き続き減額措置の廃止を提案して

まいります。 
    渡辺 普通調整交付金を県はそういったことはしていないと答弁されました。それは当然の

話で、今いっているのは、国がペナルティーを課していると。県は子育て支援医療、こ

れは市町村も県も前進をさせると、そういったことで進めてきているわけです。施策を

進めると今度はペナルティーがかかって、市町村の国保会計に負担が来る。いくら考え
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ても理不尽な話で、国保保険料であれだけ苦労されている。県の子育て支援医療の前進

させてきた施策と一体で、減額分、市町村にではなくて、県も合わせて負担する考え方

にたてないのか。 
健康福祉部長 

        国のほうで本来であれば、通常 34％国庫負担すると原則的ルールであると。県としま

しては市町村が行う助成事業に伴う国庫負担金の減額措置については、国に対してこれ

を廃止するように働きかけていきたいというのが筋と思っております。また、県独自で

どうするのかということについては、繰り返しになりますけれども、国民健康保険以外

の医療制度に加入している方々との負担の公平性といったものを考えていく必要があ

ると思っております。 
    渡辺 国保会計の制度矛盾、厳しい方々が多い中で、国庫負担の比率が減らされて保険料が

重くなっている、こういった現状を踏まえて理不尽な国の減額に関わるペナルティー廃

止に向けていっそう強く主張していただきたいと思います。市町村に負担させるのでは

なくて、あったかい県政として県も一緒に子育て支援の医療制度施策と合わせて、一体

となって今後検討すると、是非考えていただきたいと繰り返し、主張しておきたいと思

います。部長ありがとうございました。 
 

１０． 最上小国川ダム事業に関する県の対応について 
    渡辺 最後に最上小国川ダム事業について質問いたします。最上小国川ダム治水事業につい

ては様々な経過がありますが、３月７日最上小国川ダム建設に反対する「最上小国川の

清流を守る会」が短期間に６０７１名の署名を第一次分として提出しました。ダム建設

の見直しとダムによらない治水対策の早期実現を求めたものです。しかし来年度の予算

案には５億７２００万円の最上小国川ダム建設に関わる環境調査、補償費、取り付け道

路工事費など盛り込まれています。私たちはこの予算には反対です。２００７年、日本

共産党県議団は専門家集団である国土問題研究会とともに調査、検討に取り組み、ダム

によらない治水対策を既に提案しています。 
       最上小国川には恩恵を受けている漁協や観光業などの利水関係者が多く存在してい

ますが、県はこれらの方々の同意を得ないでこのままダム建設事業をすすめるつもりな

のかお聞きしたい。 
 県土整備部長  

       最上小国川ダム事業につきましては、これまでも広く県民の方々や関係者の皆様に丁

寧に説明等を行っています。国から要請がありましたダム事業の検証検討の過程におき

ましても同様に広く、県民の皆様からご理解を得るために平成 22 年 12 月にはパブリッ

クコメントを実施し、同年の 12 月 14 日には流域住民の方々に対して、ダム事業の検証

検討に係る対応方針案の説明会を開催して、意見を頂くなどしています。それらを踏ま

えて決定しました県の方針案については、平成 23 年度 5 月 14 日と 15 日には新庄市と

山形市で県民に対象に説明会を行っておりますし、その後 5 月 18 日には、ダム建設に

おける地権者の方々を対象に用地測量のための事業説明会も行っております。また、小

国川漁協、漁業協同組合に対しましては、平成 22 年の 12 月 11 日に副知事が県対応方
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針案を説明し、同 12 月 27 日には知事が漁協の皆様と意見交換を行っている状況でござ

います。平成 23 年 9 月 5 日には、国が最上小国川ダム事業に対する補助事業継続の方

針を決定したことにより、再度説明をし、また今年に入って 1 月 30 日には漁協から出

されていた疑問に答えため、水環境や温泉調査等に関する説明会を行っております。今

後も関係者の皆様には引き続き、機会を捉えて丁寧に事業の説明を行って、ご理解とご

協力を得られるよう努めながら事業を進めて参りたいと考えております。 
    渡辺 これまでも機会を捉えて説明をしてきたとの答弁だと思うのですけれども、説明をす

ればするほど、納得できない方が増えて、署名だとか見直していただきたい、という声

であるとか、そういった声が増えているのではないかと思います。利水関係者方々、同

意が得られない状況のなかでこのまますすめるのか。これまで説明をしたところで十分

だとかんがえるのか。 
県土整備部長  

    同意というのをどういう行為をさしていわれているのか、理解できていないのですが、

関係する皆様、特に地権者の方々からは補償関係ございますから、同意をきちっと得る

ことになるかと思いますし、その他の関係する皆様には理解を得るための努力をこれか

らも続けていくという答弁をさせていた頂いたつもりであります。 
    渡辺 関係者の方々、署名を持っていった方もふくめ、批判的な方、疑問を持つ方々もおら

れますが、一方的な説明だけでなく、双方向で議論が出来るようなそういった場も必要

でないかと思います。このままでは、利水関係者の方々も納得されていないと。そうい

った方々が多数おられますので、その点についてはいかがですか。 
県土整備部長  

       これまでも説明をする度毎に、そういう方々の意見も伺っております。ですから、こ

れからもそういう機会を捉えながら、十分意見交換をしながら、漁協の方々とは特に何

回もこのところ重ねて、意見交換しておりますし、そういう形で、今後丁寧に対応して

いきたいと考えております。  
    渡辺 今後も意見交換を重ねながらとおっしゃいました是非多くの県民や関係者の方々が

分かるような形で、そういったことをやっていただきたい。出来るだけダムに頼らない

治水対策をこれが多くの方々の思いであり、国もいったんはそういう、方向を打ち出し

ました。まあ、公約がここでも崩れておりますけれども、私たちは将来の地域振興も含

めて、最上川の清流、鮎、こういったことも活かせるような、そういった立場で多くの

方々と議論をしていただきたいと思うものです。 
       もう一つだけ最後にお聞きしたいと思いますれども、ダムを建設したとしても、指摘

として、県もそれは認めておりますけれども、過去の赤倉地域の洪水については内水被

害が大きいものがあります。ダムを建設しても対策をとらなければ、被害を防げません。

洪水被害をまず防ぐ、これをまず、優先的にとらなければならない対策ですけれども、

洪水被害を解決するために、内水対策を急がなければならないのではないかと思います

けれども、その状況はどうなっているのか。 
県土整備部長  

       赤倉地区におきましては、最上小国川の沿線に周囲に比べて地盤の低い箇所がござい

まして、洪水時には周囲から低い地盤に水が流れ込んで浸水が発生することがございま
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す。このため、県ではこれまでも治水対策に並行して、内水対策にも取り組んでおりま

して、平成 22 年度には赤倉地区の内水対策について調査を開始いたしました。また平

成 23 年度から地元代表最上町役場、最上総合支庁建設部からなる内水対策事業連絡調

整会議を設置いたしまして、内水対策の立案検討を行い、役割分担等の調整を行ってい

るところでございます。今後は連絡調整会議で具体的な内水対策を決定し、各機関が内

水対策をすすめることでしております。具体的には低地の一箇所に水が集まらないよう

な対策として上流域で河川へ排水させる排水路の設計を行っているところでございま

す。平成 24 年度は、排水路の整備内容について地元へ説明し、ご理解が得られれば、

用地調査及び買収を行い、工事に着手する予定でございます。 
渡辺 先ほど言いましたようにあの地域の洪水被害をまず防がなければならないことで、当

局、県は最上小国川ダム建設ということを主張しておられることですけれども、まず洪

水被害を防ぐとことであれば、ダム以前に内水対策を急いでやる必要があるとおもいま

す。それをしっかりやればダムを必要とせずに、河川改修とか他の方法を組み合わせな

がら、治水対策をしていくことが出来るのではないかと考えています。この最上小国川

ダムは今回で終わりますけれども、部長ありがとうございました。質問全体として今日

は東日本大震災の関わりで県の姿勢を問いました。これから長期に渡ってこういった課

題に立ち向かっていかなければならないと思います。その思いも含めて今日は質問しま

したけれども、当局の皆さんの対応を是非これからも受け止めてくださって、それぞれ

の場で奮闘してくださるように、最後に申し上げて質問を終わりたいと思います。 
 


